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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 1 0 月 2 4 日 ( 2 0 2 2 . 1 0 . 2 4 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 検 体 容 器 に 保 持 さ れ た 検 体 を 分 注 す る 検 体 分 注 機 構 と 、
　 前 記 検 体 の 液 面 を 検 出 す る 液 面 検 知 部 と 、
　 前 記 検 体 分 注 機 構 の 動 作 を 制 御 す る 制 御 部 と 、 を 備 え 、
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 検 体 を 吸 引 す る 際 に 、 液 面 を 検 知 し た 後 に 、 前 記 液 面 よ り 下 方 に 前  
記 検 体 分 注 機 構 の 先 端 を 、 該 先 端 が 前 記 検 体 容 器 の 底 面 に 接 触 し な い 範 囲 で 下 降 ， 停 止 さ  
せ 、 そ の 後 に 前 記 検 体 分 注 機 構 の 先 端 を 、 該 先 端 が 液 面 か ら 離 脱 し な い 範 囲 で 上 昇 ， 停 止  
さ せ 、 そ の 後 に 前 記 検 体 を 吸 引 し な が ら 追 下 降 さ せ る よ う に 前 記 検 体 分 注 機 構 を 制 御 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 自 動 分 析 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ に 記 載 の 自 動 分 析 装 置 に お い て 、
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 液 面 よ り 下 方 に 前 記 検 体 分 注 機 構 の 先 端 を 下 降 ， 停 止 さ せ 、 そ の 後  
に 前 記 検 体 を 吸 引 し な が ら 追 下 降 さ せ る よ う に 前 記 検 体 分 注 機 構 を 制 御 す る 第 ２ モ ー ド を  
有 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 自 動 分 析 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 ２ に 記 載 の 自 動 分 析 装 置 に お い て 、
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 液 面 を 検 知 し た 後 に 、 前 記 液 面 よ り 下 方 に 前 記 検 体 分 注 機 構 の 先 端  
を 下 降 ， 停 止 さ せ る 際 の 突 っ 込 み 量 を 、 前 記 第 ２ モ ー ド に お け る 前 記 液 面 よ り 下 方 に 前 記  
検 体 分 注 機 構 の 先 端 を 下 降 ， 停 止 さ せ る 際 の 突 っ 込 み 量 よ り 前 記 液 面 に 近 い 位 置 と す る
　 こ と を 特 徴 と す る 自 動 分 析 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 ２ に 記 載 の 自 動 分 析 装 置 に お い て 、
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 液 面 を 検 知 し た 後 に 、 前 記 液 面 よ り 下 方 に 前 記 検 体 分 注 機 構 の 先 端  
を 下 降 ， 停 止 さ せ る 際 の 降 下 速 度 を 、 前 記 第 ２ モ ー ド に お け る 前 記 液 面 よ り 下 方 に 前 記 検  
体 分 注 機 構 の 先 端 を 下 降 さ せ る 際 の 降 下 速 度 よ り 遅 く す る
　 こ と を 特 徴 と す る 自 動 分 析 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 ４ に 記 載 の 自 動 分 析 装 置 に お い て 、
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 液 面 を 検 知 し た 後 に 、 前 記 液 面 よ り 下 方 に 前 記 検 体 分 注 機 構 の 先 端  
を 下 降 ， 停 止 さ せ る 際 の 降 下 速 度 を 、 前 記 検 体 分 注 機 構 の 先 端 を 上 昇 ， 停 止 さ せ て も １ つ  
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の 分 析 サ イ ク ル 内 に 前 記 検 体 の 分 注 動 作 が 収 ま る 範 囲 内 で 、 前 記 第 ２ モ ー ド に お け る 前 記  
液 面 よ り 下 方 に 前 記 検 体 分 注 機 構 の 先 端 を 下 降 さ せ る 際 の 降 下 速 度 よ り 遅 く す る
　 こ と を 特 徴 と す る 自 動 分 析 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 請 求 項 ２ に 記 載 の 自 動 分 析 装 置 に お い て 、
　 前 記 検 体 容 器 の 種 類 を 特 定 す る 容 器 特 定 部 を 更 に 備 え 、
　 前 記 制 御 部 は 、 前 記 容 器 特 定 部 に よ っ て 特 定 さ れ た 前 記 検 体 容 器 の 種 類 に 応 じ て 、 前 記  
液 面 よ り 下 方 に 前 記 検 体 分 注 機 構 の 先 端 を 下 降 ， 停 止 さ せ 、 そ の 後 に 前 記 検 体 分 注 機 構 の  
先 端 を 上 昇 ， 停 止 さ せ 、 そ の 後 に 前 記 検 体 を 吸 引 し な が ら 追 下 降 さ せ る よ う に 前 記 検 体 分  
注 機 構 を 制 御 す る モ ー ド と 、 前 記 第 ２ モ ー ド と 、 の い ず れ か を 実 行 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 自 動 分 析 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
（ 削 除 ）
【 請 求 項 ８ 】
　 検 体 容 器 に 保 持 さ れ た 検 体 を 分 注 す る 検 体 分 注 機 構 と 、 前 記 検 体 の 液 面 を 検 出 す る 液 面  
検 知 部 と 、 前 記 検 体 分 注 機 構 の 動 作 を 制 御 す る 制 御 部 と 、 を 備 え た 自 動 分 析 装 置 に お け る  
検 体 の 吸 引 方 法 で あ っ て 、
　 液 面 を 検 知 し た 後 に 、
　 前 記 液 面 よ り 下 方 に 前 記 検 体 分 注 機 構 の 先 端 を 、 該 先 端 が 前 記 検 体 容 器 の 底 面 に 接 触 し  
な い 範 囲 で 下 降 ， 停 止 さ せ る 工 程 と 、
　 そ の 後 に 前 記 検 体 分 注 機 構 の 先 端 を 、 該 先 端 が 液 面 か ら 離 脱 し な い 範 囲 で 上 昇 ， 停 止 さ  
せ る 工 程 と 、
　 そ の 後 に 前 記 検 体 を 吸 引 し な が ら 追 下 降 さ せ る 工 程 と 、 を 有 す る
　 こ と を 特 徴 と す る 自 動 分 析 装 置 に お け る 検 体 の 吸 引 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
、 通 常 の 患 者 で も 、 採 取 す る 検 体 量 を 減 ら す こ と は 負 担 軽 減 に つ な が る こ と か ら 、 今 後 は  
検 体 量 の 更 な る 微 量 化 が 求 め ら れ て い る 。
［ ０ ０ １ ２ ］
　 更 に 、 検 体 分 注 量 の 微 量 化 は 、 患 者 負 荷 を 低 減 さ せ る だ け で は な く 、 試 薬 量 や 洗 剤 量 の  
低 減 も 図 る こ と が で き る た め 、 検 査 室 の ラ ン ニ ン グ コ ス ト 低 減 に も つ な が る こ と か ら 、 検  
体 微 量 化 の ニ ー ズ は 高 い 。
［ ０ ０ １ ３ ］
　 本 発 明 で は 、 従 来 に 比 べ て 更 に 微 量 の 検 体 の 分 析 が 可 能 な 自 動 分 析 装 置 、 お よ び 自 動 分  
析 装 置 に お け る 検 体 の 吸 引 方 法 を 提 供 す る 。
課 題 を 解 決 す る た め の 手 段
［ ０ ０ １ ４ ］
　 本 発 明 は 、 上 記 課 題 を 解 決 す る 手 段 を 複 数 含 ん で い る が 、 そ の 一 例 を 挙 げ る な ら ば 、 検  
体 容 器 に 保 持 さ れ た 検 体 を 分 注 す る 検 体 分 注 機 構 と 、 前 記 検 体 の 液 面 を 検 出 す る 液 面 検 知  
部 と 、 前 記 検 体 分 注 機 構 の 動 作 を 制 御 す る 制 御 部 と 、 を 備 え 、 前 記 制 御 部 は 、 前 記 検 体 を  
吸 引 す る 際 に 、 液 面 を 検 知 し た 後 に 、 前 記 液 面 よ り 下 方 に 前 記 検 体 分 注 機 構 の 先 端 を 、 該  
先 端 が 前 記 検 体 容 器 の 底 面 に 接 触 し な い 範 囲 で 下 降 ， 停 止 さ せ 、 そ の 後 に 前 記 検 体 分 注 機  
構 の 先 端 を 、 該 先 端 が 液 面 か ら 離 脱 し な い 範 囲 で 上 昇 ， 停 止 さ せ 、 そ の 後 に 前 記 検 体 を 吸  
引 し な が ら 追 下 降 さ せ る よ う に 前 記 検 体 分 注 機 構 を 制 御 す る こ と を 特 徴 と す る 。
発 明 の 効 果
［ ０ ０ １ ５ ］
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　 本 発 明 に よ れ ば 、 従 来 に 比 べ て 更 に 微 量 の 検 体 の 分 析 が 可 能 と な る 。 上 記 し た 以 外 の 課  
題 、 構 成 お よ び 効 果 は 、 以 下 の 実 施 例 の 説 明 に よ り 明 ら か に さ れ る 。
図 面 の 簡 単 な 説 明
［ ０ ０ １ ６ ］
［ 図 １ ］ 本 発 明 の 実 施 例 の 自 動 分 析 装 置 の 概 略 構 成 図 。
［ 図 ２ ］ 実 施 例 の 自 動 分 析 装 置 に お け る 一 般 検 体 の 分 注 動 作 の 説 明 図 。
［ 図 ３ ］ 実 施 例 の 自 動 分 析 装 置 に お け る 一 般 検 体 の 分 注 動 作 の 説 明 図 。
［ 図 ４ ］ 実 施 例 の 自 動 分 析 装 置 に お け る 一 般 検 体 の 分 注 時 の 検 体 分 注 機 構 の 下 降 動 作 図 。
［ 図 ５ ］ 実 施 例 の 自 動 分 析 装 置 に お い て 、 一 般 検 体 の 分 注 シ ー ケ ン ス に よ り 微 量 検 体 を 分  
注 す る 場 合 の 分 注 動 作 の 説 明 図 。
［ 図 ６ ］ 実 施 例 の 自 動 分 析 装 置 に お け る 、 微 上 昇 動 作 を 追 加 し た 微 量 分 注 動 作 の
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